
第３号様式（第３条関係）

不燃化推進特定整備地区
整備プログラム

【杉並区】

方南一丁目地区

令和８年３月

杉並区



第３号様式（第３条関係）

方南一丁目 3 4 4

48.6 ％

53.3 ％

55.3 ％

位　　置 杉並区方南一丁目 地域危険度（第９回）令和４年９月

町丁目 面積新防火地域等 平成16年9月1日施行（新たな防火規制）

１　整備目標・方針

地区名 方南一丁目地区 整備地域名 南台・本町（渋）・西新宿地域

（現況）
・当地区は杉並区の南東の最端に位置し、北は神田川、西は環状7号線、南は甲州街道に接しており、また、それぞれ世田谷区、渋谷区、中野区との境目でもある。
・地区の内部においては、そのほとんどが住宅を占めている。
・東京都の「地震に関する地域危険度測定調査」において火災危険度が高いとされている地域であり、地区全体の火災に対する抵抗性は極めて低いものと思われる。
・また災害時活動困難度も高く、災害時に支障となる行き止まり箇所や、緊急車両等の通行に支障となる幅員4m未満の狭あい道路が多くある。
・地区内人口は約8,200人、世帯数は約5,100世帯である。（令和6年度）
　また建物棟数は約1,700棟である。（令和5年度）
（課題）
・住民への防災・減災に関する気運醸成・向上をさらに図りながら、「方南一丁目地区防災まちづくり計画」（令和6年7月）を踏まえ、建物の建替え等のルールを定める「まちづくりルール」の検討に取り組む。
・本地区は東京都建築安全条例による新たな防火規制区域に指定されているが、地区内には依然として木造建築物が多いことから、不燃化のさらなる促進に向け取り組む必要がある。

指定年月日 平成２８年（正式値）面積

総合

特区指定経緯 不燃領域率

倒壊

地区の現況・課題

火災

33.6ha

当　　初 33.6ha 令和  ３年（正式値）

区域変更 ha 令和  ６年（参考値）

平成27年4月1日

令和７年度までの主な取組 令和８年度以降の主な取組
【コア事業】
　・老朽建築物除却及び不燃化建替促進
　・公園・広場整備

【コア事業以外】
　・まちづくりの気運醸成・検討支援
　・まちづくり計画策定
　・建築物不燃化助成制度

【コア事業】
　・老朽建築物除却及び不燃化建替促進
　・公園・広場整備
　・まちづくりルール策定

【コア事業以外】

区域変更 ha 最終目標値（令和１２年）

（１）整備目標
①不燃建替えの進んだ、暮らしやすく安全なまちづくり。
②不燃領域率70%達成を目指す。
　
（２）整備方針
①地区内に点在する老朽建築物の除却を進めるとともに、木造・防火造建築物を準耐火・耐火建築物へと積極的に建替え、地区の防災性を改善する。
②空地の確保に向けて、まちづくりニュースの配布等を通して土地売却や事業協力を働きかけ、公園・広場等の整備を図る。
③地区のまちづくりルールを策定する。

70% 計

整備目標・方針
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２　地区内での取組

不燃化特区による支援 その他の支援（密集事業等）

A-1 区

・士業派遣支援
・老朽建築物除却等支援
・共同建替え助成支援
・戸建建替え助成支援
・固定資産税及び都市計画税の減免

無し

A-2 区 ・士業派遣支援
・住宅市街地総合整備事業
・東京都木造住宅密集地域
  整備事業

A-3 区 ・まちづくりコンサルタント派遣支援 無し

C-1 都

規制誘導の内容

指定する区域内を全て準耐火建築物または耐火建築物とする新防火規制
建物の更新による不燃化の促
進、
市街地の防災性能向上

決定
権者

事業
番号

規制誘導の目的規制誘導の手法

規制誘導策

地区内全域

事業項目
事業
番号

老朽建築物除却
及び不燃化建替
促進

まちづくり
ルール策定

コア事業

コア事業
以外の事業

公園・広場整備

事業概要

まちの現状・課題、住民の意
向等を踏まえつつ、まちづくり
ルールの策定に向けた検討を
行う

不燃化特区全域（33.7ha）
計画期間内で
26件/年程度
（老朽建築物除却等支援）
13件/年程度（共同建替え助成
支援、戸建建替え助成支援）

事業
主体

防災上危険な老朽建築物の
除却や準耐火以上の建物へ
の建て替えを誘導する

事業手法

事業規模

延焼火災を遮断するための公
園・広場の整備を進める

地域住民等と「まちづくりルール」の導入を検
討する

新規事業地区内全域

不燃化特区全域（33.7ha）

継続事業

備考事業の進捗状況

まちづくりニュースの配布や士業派遣によるき
め細やかな権利者の現状把握に基づき、税制
の優遇措置や助成制度を活用し、鋭意、地権
者へ協力を求めていく

継続事業
まちづくりニュースの配布や士業派遣支援に
よりきめ細やかに権利者の現状を把握し、積
極的に権利者へ協力を働きかけていく

規制誘導の実施有無・進
捗状況

備考

平成16年9月施行済み

規制誘導の
範囲等
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３　区域図 方南一丁目地区

　不燃化推進特定整備地区

（方南一丁目全域）

方南一丁目

渋谷区

中野区

京王線

笹塚駅
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４　整備方針図 杉並区 方南一丁目地区

方南一丁目

●地区内全域におけるコア事業の取組み

A-1   老朽建築物除却及び不燃化建替促進

A-2 公園・広場整備

A-3 まちづくりルール策定

不燃化推進特定整備地区

（方南一丁目全域）

●規制誘導策

C-1 新防火規制
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５　整備スケジュール

規制誘導策 C-1 新防火規制

コア事業
以外の事業

A-3
まちづくりルール
策定

令和１２年度

コア事業

事業内容 令和７年度（前計画） 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

A-1
老朽建築物除却
及び
不燃化建替促進

公園・広場整備A-2

（注）区以外の事業については参考スケジュールを示す。

老朽建築物除却等支援

固定資産税及び都市計画税の減免

共同建替え助成支援・戸建建替え助成支援

用地情報の収集・用地取得・整備

まちづくりルールの検討・施行

導入済み


